
質  問  回  答  書 

 

2024年 6月 10日 

「カンボジア国プノンペン都庁及び公共事業・運輸省下水管理能力強化プロジェクトフェーズ 2 」 

 （公示日：2024年 5月 29日／公示番号：24a00298）について、質問と回答は以下の通りです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 P13-14 

第２章特記仕様書案 

【２】特記仕様書（案） 

第４条業務の内容 

１．本業務にかかる事項 

（１）プロジェクトの活動に関

する業務 

②成果２に係る活動 

②成果２に係る活動は、P38「（４）定額計上

について」において、成果 2 調査員経費とし

て一般業務費（特殊傭人費）が一式計上され

ておりますが、ご想定されている当該成果 2

調査員の具体的な作業範囲、作業内容、作業

期間等についてご教示いただけますでしょう

か。また、当該成果 2調査員の活動には、C/P

との WG への参加、通訳などの統括的な役割

は含まれますでしょうか。 

加えて、定額計上費用で計上されている当該

費用について、作業量の内訳をご教示いただ

けますでしょうか。なお、貴機構が定額計上

で想定している以上の作業期間もしくは作業

範囲、内容を特殊傭人に担わせることを提案

したい場合、本見積に追加へ特殊傭人費を上

乗せ分として計上し、提案すべきでしょうか。 

成果 2調査員は「省令」及び「汚水管理に関す

るガイドライン」にかかる支援業務を想定して

おります。前者については汚水管理のために必

要な省令やガイドラインの内容についての情

報収集等、後者については、O&M ガイドライ

ンや SOP作成に向けた情報収集等を想定して

おります。必要に応じて C/P との WG 参加も

参加してもらい、調査にあたって、資料の翻訳

（クメール語⇔英語）も業務として想定してお

ります。上記の範囲を超える内容を提案し、そ

れにより定額計上額を超過することが見込ま

れる場合はプロポーザル及び本見積には含め

ず、企画説明書の「第３章４．見積書作成にか

かる留意事項」をご参照のうえ、別提案・別見

積としてください。 

2 P14  

第２章特記仕様書案 

【２】特記仕様書（案） 

第４条業務の内容 

③成果３に係る活動は、P38「（４）定額計上

について」において、成果 3 調査員経費とし

て一般業務費（特殊傭人費）が一式計上され

ておりますが、当該成果 3 調査員の具体的な

成果 3調査員は「ポンプ場・下水処理場室の能

力強化」及び「処理場運営にかかる人材メカニ

ズム」にかかる支援業務を想定しています。前

者については、具体的には処理場運営上の課題



２．本業務にかかる事項 

（１）プロジェクトの活動に関

する業務 

③成果３に係る活動 

作業範囲、作業内容、作業期間等についてご

教示いただけますでしょうか。また、当該成

果 3 調査員の活動には、C/P との WG への参

加、通訳などの統括的な役割は含まれますで

しょうか。 

加えて、定額計上費用で計上されている当該

費用について、作業量の内訳をご教示いただ

けますでしょうか。なお、貴機構が定額計上

で想定している以上の作業期間もしくは作業

範囲、内容を特殊傭人に担わせることを提案

したい場合、本見積に追加へ特殊傭人費を上

乗せ分として計上し、提案すべきでしょうか。 

のレビュー・分析、キャパシティアセスメント

のための情報収集等を想定しています。後者に

ついては、具体的には研修カリキュラムやテキ

スト策定のための情報収集等を想定しており

ます。必要に応じて C/P との WG 参加も参加

してもらい、調査にあたって、資料の翻訳（ク

メール語⇔英語）も業務として想定しておりま

す。上記の範囲を超える内容を提案し、それに

より定額計上額を超過することが見込まれる

場合はプロポーザル及び本見積には含めず、企

画説明書の「第３章４．見積書作成にかかる留

意事項」をご参照のうえ、別提案・別見積とし

てください。 

3 P17  

第２章特記仕様書案 

【２】特記仕様書（案） 

第５条報告書等 

１．報告書等 

P38「（４）定額計上について」において、「調

査で使用される現地語等の資料に係る英文等

への翻訳経費として一般業務費（資料等翻訳

費）が計上されております。一方、業務で作

成する各種ガイドライン等についても、C/P

の理解促進のためには、クメール語翻訳が必

要と思われます。ついては、当該費用につい

ても、定額計上をご検討いただけますでしょ

うか。 

ご指摘ありがとうございます。各種ガイドライ

ンの翻訳に係る費用もこちらの経費に含まれ

ている想定です。反対に、調査で使用する現地

語等の資料にかかる英文等への翻訳は、各成果

の調査員（特殊庸人）にて主に対応予定です。 

4 P19 

第２章特記仕様書案 

【２】特記仕様書（案） 

第５条報告書等 

２.技術協力作成資料 

前項の質問に関連し、本項目に記載されてい

る（１）汚水管理中長期事業運営計画ほか、

４項目については、業務完了報告書にも添付

する旨、記載されておりますが、作成言語に

ついてご教示いただけますでしょうか。なお、

クメール語・英語での作成を想定しておりま

す。 



クメール語での作成もご想定されております

でしょうか。 

5 P19  

第２章特記仕様書案 

【２】特記仕様書（案） 

第６条再委託 

再委託を認められている「汚泥調査」の内容

について、ご想定されている調査内容をご教

示いただけますでしょうか。 

なお、当該調査は、既存資料の文献調査であ

り、汚泥のサンプルリング、性状分析等の作

業は含まないとの想定でよろしいでしょう

か。また、既存ガイドライン等の資料につい

ては、カンボジア国のみを対象とするとの認

識でよろしいでしょうか。 

「汚泥調査」とは「汚泥管理」にかかるガイド

ライン作成のための調査を想定しており、基本

的には既存資料の文献調査やデータのレビュ

ーを想定しております。汚泥サンプリングや分

析等は必要に応じて別途派遣予定の長期専門

家にて実施予定です。また、基本的にカンボジ

ア国内の既存ガイドライン等の資料を想定し

ておりますが、必要に応じて他国の資料も参考

にいただくことは妨げません。プロポーザルで

のご提案をお願い致します。 

6 P31 

別添 

（参考）別途派遣する専門家の

業務内容 

＜指導科目＞業務調整／普及啓

発専門家 

＜活動内容＞「（５）②JICA カンボジア事務

所と協働のもとプロジェクト傭上スタッフの

（秘書等）の採用及び労務管理を行う。」との

記載がございます。本業務の見積においては、

別途派遣する長期専門家（下水道事業計画及

び業務調整／普及啓発専門家）の使用する通

訳、翻訳、秘書、移動車両の費用は計上不要

という理解でよろしいでしょうか。 

ご理解の通り、別途派遣する長期専門家の活動

に使用する通訳、翻訳、秘書、移動車両の費用

分は本契約において計上不要です。コンサルタ

ントの活動を遂行するにあたって必要な分の

みの計上でお願いします。 

7 P31 

別添 

（参考）別途派遣する専門家の

業務内容 

＜指導科目＞業務調整／普及啓

発専門家 

＜活動内容＞「（５）②JICA カンボジア事務

所と協働のもとプロジェクト傭上スタッフの

（秘書等）の採用及び労務管理を行う。」との

記載がございます。 

ついては、本業務では、カンボジア人秘書を

雇用するものと理解しておりますが、当該費

コンサルタントの活動を円滑に遂行するにあ

たって、秘書が必要ということであれば、見積

への計上をお願いいたします。 



用は、コンサルタント業務費に含まれるとい

う理解でよろしいでしょうか。その場合、本

見積へ計上し、提案するという理解でよろし

いでしょうか。 

8 P38  

第３章プロポーザル作成に係る

留意事項 

４．見積書作成にかかる留意事

項 

（４）定額計上について 

6 対象とする経費「６資料翻訳」にてご想定

されている現地語等資料の英文等への翻訳資

料について、ご想定されている分量をご教示

いただけますでしょうか。 

質問 3 への回答をご参照願います。「6 資料翻

訳」は主に活動 2で作成される汚水管理に関す

るガイドライン（「管きょ」「下水処理場」「ポ

ンプ場」「汚泥管理」）の翻訳を想定しておりま

す。 

9 その他 カンボジア国プノンペン都庁及び公共事業・

運輸省下水管理能力強化プロジェクトフェー

ズ１で作成された成果物（カンボジア版下水

道施設設計指針等）は、一部のみクメール語

にて翻訳されている状況と理解しております

が、本業務において、これらの資料のクメー

ル語版を完成させることをご想定されていま

すでしょうか。 

また、現状の特記仕様書案においては、上記

作業は含まれていないという理解でよろしい

でしょうか。 

フェーズ 1 の成果物翻訳に係る業務は別途派

遣予定の長期専門家にて実施予定です。他方、

本作業は本業務とも密接に関係するものであ

るため、長期専門家と情報交換しながら進めて

いただく想定です。 

 

以 上 

 


